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は
じ
め
に

周
公
旦
は
中
国
周
王
朝
の
大
政
治
家
で
あ
り
、
父
の
文
王
、
兄
の
武
王
、

甥
の
成
王
の
三
代
を
補
佐
し
、
成
王
の
幼
い
時
に
摂
政
を
務
め
、
周
王
朝

の
安
定
を
導
い
た
人
物
で
あ
る
。
周
の
官
制
、
礼
楽
を
定
め
た
た
め
、
周

公
旦
の
治
世
を
理
想
と
し
た
孔
子
に
聖
人
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
事
績
や
言
行
が
様
々
な
漢
籍
に
散
見
で
き
、『
史
記
』
に
は
周
公
旦
の

生
涯
に
つ
い
て
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

周
公
旦
は
早
く
は
『
懐
風
藻
』
な
ど
の
奈
良
時
代
の
書
籍
に
名
が
見
ら

れ
た
が
、
受
容
の
数
が
多
く
な
く
、
主
に
象
徴
的
な
儒
教
の
聖
人
と
し
て

の
受
容
で
あ
っ
た
。
周
公
旦
は
、
平
安
初
期
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
聖

人
の
一
人
、
中
国
の
政
治
家
の
一
人
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
、『
和
漢
朗
詠
集
』「
丞
相
」
に
「
周
公
旦
者
文
王
之
子
武
王
之
弟
、
自

知
二
其
貴
一
。
忠
仁
公
者
皇
帝
之
祖
皇
后
之
父
、
世
推
二
其
仁
一
。〈
貞
信
公

同
人
〉」
と
い
う
朗
詠
の
句
が
あ
る
よ
う
に
、
後
に
な
る
と
周
公
旦
は
摂

関
制
度
の
基
礎
を
築
い
た
藤
原
良
房
と
並
べ
ら
れ
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
受
容
は
、
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』

に
は
光
源
氏
が
こ
の
句
を
踏
ま
え
、
自
ら
を
周
公
旦
に
な
ず
ら
え
る
場
面

が
あ
り
、
物
語
読
解
上
重
要
な
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ

（
1
）

う
な
事
実
か
ら
、
一
条
朝
で
は
周
公
旦
が
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
、
そ
の
受

容
は
当
時
の
知
識
基
盤
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
平
安
初
期

と
は
大
き
く
異
な
る
受
容
と
言
え
る
。

中
国
の
前
漢
の
時
、
漢
武
帝
は
霍
光
に
自
分
の
死
後
周
公
旦
の
よ
う
に

幼
い
太
子
を
補
佐
せ
よ
と
命
じ
た
。
後
漢
の
王
莽
が
皇
位
を
簒
奪
し
た
時

に
、
周
公
旦
の
故
事
に
自
分
の
正
当
性
を
も
と
め
た
。
周
公
旦
は
一
時
孔

子
を
上
回
る
聖
人
と
な
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
周
公
旦
受
容
が
時
代
に

よ
っ
て
異
な
る
よ
う
に
日
本
と
中
国
の
周
公
旦
受
容
も
異
な
る
こ
と
も
あ

り
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
周
公
旦
に
あ
た
っ
て
日
本
的
な
バ
イ
ア
ス
が
働
く
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。
小
稿
は
歴
史
書
や
漢
詩
文
を
中
心
に
、
平
安
時
代
初
期

か
ら
中
期
ま
で
の
周
公
旦
の
受
容
を
分
析
し
、
変
遷
を
報
告
す
る
も
の
で

あ
る
。
以
下
時
代
順
に
用
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
当
時
の
受
容
状
況
を
分

析
す
る
。

（
一
）
平
安
前
期
ま
で
の
周
公
旦
受
容

周
公
旦
は
最
初
に
孔
子
と
と
も
に
儒
教
の
聖
人
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
冬
十
月
百
濟
の
聖

平
安
文
書
に
見
ら
れ
る
周
公
旦
の
受
容
の
具
体
的
状
況
と
変
遷（
上
）
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明
王
が
使
者
を
遣
わ
し
て
欽
明
天
皇
に
仏
法
崇
拝
を
口
説
い
た
文
言
に
、

「
是
法
於
二

諸
法
中
一
、
最
爲
殊
勝
、
難
レ

解
難
レ

入
。
周
公
・
孔
子
、
尚

不
レ
能
レ
知
」
と
あ
り
、
周
公
旦
と
孔
子
で
さ
え
仏
法
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
で
は
「
周
孔
」「
姫
孔
」
と
い
う

略
称
で
周
公
と
孔
子
を
い
い
、儒
教
を
指
す
。
そ
の
受
容
は『
懐
風
藻
』『
三

教
指
帰
』『
経
国
集
』
に
五
例
が
見
え
る
。

儒
教
の
聖
人
の
ほ
か
に
、
周
公
旦
は
周
王
朝
を
安
定
し
た
功
臣
と
し
て

も
受
容
さ
れ
る
。『
三
教
指
帰
』
に
「
乞
児
憮
然
。
問
曰
。
何
謂
忠
孝
乎
。

答
曰
。（
中
略
）
如
是
為
忠
。
伊
周
。
箕
比
。
蓋
其
人
歟
。」
と
あ
る
。
こ

れ
は
、
假
名
乞
児
に
儒
教
の
「
忠
」
を
説
明
す
る
時
、「
伊
尹
」「
周
公
旦
」

「
箕
子
」「
比
干
」と
い
う
例
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
伊
尹
」「
箕

子
」「
比
干
」
は
「
周
公
旦
」
と
同
じ
く
皇
帝
の
忠
実
な
大
臣
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
周
公
旦
」
は
功
臣
の
代
表
人
物
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。

平
安
前
期
の
受
容
と
し
て
最
も
目
に
つ
く
の
は
『
経
国
集
』
の
対
策
で

あ
る
。
次
は
白
広
成
の
対
策
文
の
例
で
あ
る
。

姫
旦
摂
レ
機
。
封
二
畢
邵
一
而
討
二
二
叔
一
。
因
知
。
国
之
二
柄
。
徳
之

與
レ
刑
。
為
二
政
之
基
一
。

�

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
第
八
輯
、
五
百
四
十
一
頁
）

「
姫
旦
」
と
は
、
周
公
旦
の
本
名
で
あ
る
。「
摂
機
」
は
万
機
を
摂
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
周
公
旦
は
成
王
が
幼
い
時
に
摂
政
を
務
め
、
畢
公
や

召
公
を
封
じ
て
二
叔
を
討
伐
し
た
。
葛
諸
会
の
対
策
に
も
こ
の
故
事
の
受

容
が
見
ら
れ
る
。

対
。
竊
以
。
誅
レ
悪
之
義
。
先
聖
垂
レ
典
。
戮
レ
逆
之
旨
。
後
哲
宣
レ
軌
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

所
下
以
無
為
軒
帝
動
二
三
戦
之
跡
一
。
有
道
周
王
示
中
二
叔
之
放
上
。
則

知
凶
必
殛
。
邪
必
正
者
也
。

�

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
第
八
輯
、
五
百
四
十
八
頁
）

「
周
王
示
二
叔
之
放
」
と
い
う
表
現
は
成
王
が
周
公
を
遣
わ
し
て
周
に

そ
む
く
二
叔
を
討
伐
し
た
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
時
務
策
は
進
士
た
ち

が
治
国
修
身
の
道
を
論
ず
る
策
で
あ
る
。
国
を
治
め
る
た
め
に
刑
罰
の
必

要
性
を
論
じ
る
時
、
周
公
旦
が
兄
弟
の
二
叔
（
管
叔
と
蔡
叔
）
を
討
伐
し

た
こ
と
が
先
例
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

以
上
、
平
安
前
期
ま
で
は
、
主
に
儒
教
の
聖
人
、
国
を
治
め
た
功
臣
の

典
型
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
周
公
旦
個
人
を
受
容
し

よ
う
と
い
う
よ
り
、
儒
教
に
基
づ
い
た
理
想
的
な
政
治
が
行
わ
れ
た
周
の

時
代
の
代
表
者
と
し
て
の
受
容
で
あ
る
。

（
二
）
藤
原
良
房
以
後
の
周
公
旦
の
受
容

平
安
中
期
に
な
る
と
、
こ
れ
は
大
き
く
変
わ
る
。
周
公
旦
が
個
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
例
は
忠
平
の
辞
表
で
良
房
を
周

公
旦
に
な
ず
ら
え
る
例
で
あ
る
。
良
房
は
最
初
の
人
臣
摂
政
で
、
周
公
旦

も
摂
政
で
あ
っ
た
。
二
人
と
も
帝
と
血
の
繋
が
り
が
あ
り
、
帝
が
幼
い
た

め
摂
政
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
周
公
旦
の
摂
政
で
あ
っ
た
部
分
が
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
平
安
中
期
ま
で
の
、
用
例
の
内
容
を
分
類
し
て

見
て
い
く
。
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１
、
摂
関
・
内
覧
を
辞
す
る
表
に
見
ら
れ
る
周
公
旦
の
受
容

元
慶
元
年
（
九
三
八
）
八
月
十
三
日
、
貞
信
公
藤
原
忠
平
は
昨
年
元
服

し
た
朱
雀
帝
に
大
江
朝
綱
作
「
為
二
貞
信
公
一
天
皇
元
服
後
辞
二
摂
政
一
表
」

を
出
し
た
。

臣
坐
臥
焦
レ
心
、
遠
近
検
レ
迹
、
周
公
旦
者
、
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、

自
知
二
其
貴
一
。
忠
仁
公
者
、
皇
后
之
父
、
皇
帝
之
祖
、
世
推
二
其
仁
一
。

然
猶
恐
二
王
事
之
久
摂
一
、
歎
二
皇
綱
之
難
一レ
治
。
営
レ
雒
功
成
。
還
二

政
於
有
国
之
主
一
。
加
レ
冕
礼
畢
。
退
二
身
於
無
何
之
郷
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
四
、一
八
二
頁
）

「
周
公
旦
者
、
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、
自
知
二
其
貴
一
」
と
い
う
表
現

は
『
史
記
』「
魯
周
公
世
家
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
周
公
旦
は
七
年
間
摂

政
を
勤
め
た
の
ち
、
成
王
が
成
人
に
な
る
と
す
ぐ
摂
政
を
辞
し
た
。
良
房

も
摂
政
に
な
っ
て
六
年
目
、
清
和
天
皇
元
服
の
後
に
摂
政
を
辞
し
た
。
忠

平
は
、
朱
雀
天
皇
が
元
服
し
た
後
、
こ
の
周
公
旦
と
良
房
の
例
を
あ
げ
、

自
分
が
彼
ら
以
上
に
長
く
摂
政
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
の

で
あ
る
。
傍
線
部
は
『
和
漢
朗
詠
集
』「
丞
相
」
に
と
ら
れ
る
。
忠
平
の

辞
表
の
注
目
す
べ
き
点
は
、良
房
と
周
公
旦
を
対
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
良
房
を
周
公
旦
と
同
格
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

忠
平
が
辞
表
に
周
公
旦
を
用
い
る
の
は
全
部
で
四
例
が
あ
る
。
次
の
例

は
、「
為
二
貞
信
公
一
辞
二
摂
政
一
第
二
表
」
で
あ
り
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）

十
月
十
六
日
に
出
し
た
二
回
目
の
辞
摂
政
表
で
あ
る
。同
年
九
月
廿
二
日
、

醍
醐
天
皇
は
皇
太
子
に
譲
位
し
、忠
平
を
摂
政
に
任
じ
る
勅
旨
を
下
し
た
。

忠
平
は
中
国
の
例
に
基
づ
き
、
三
度
天
皇
に
辞
表
を
出
す
。
三
度
の
辞
表

は
す
べ
て
大
江
朝
綱
に
書
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
忠
平
は
自
分
が
摂
政
の

重
任
を
負
え
な
い
理
由
を
述
べ
た
時
、
周
公
旦
の
故
事
を
用
い
て
説
明
し

て
い
る
。

昔
周
公
旦
之
大
聖
。
未
レ
免
二
流
言
一
。
霍
子
孟
之
英
雄
。
難
レ
避
二
謗

議
一
。
或
親
或
賢
。
招
レ
咎
如
レ
此
。
雖
レ
慎
雖
レ
畏
。
塞
レ
責
若
何
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
四
、一
八
一
頁
）

周
公
旦
は
兄
弟
の
管
叔
蔡
叔
に
国
中
に
流
言
を
流
さ
れ
こ
と
が
あ
る
。

霍
子
孟
は
霍
光
を
指
す
。
霍
光
は
幼
い
漢
昭
帝
を
輔
佐
し
て
い
る
間
に
左

将
軍
の
上
官
桀
か
ら
謀
反
の
誹
謗
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
二
人

が
摂
政
と
い
う
職
に
つ
い
た
か
ら
で
あ
る
。忠
平
公
は
摂
政
を
辞
す
る
時
、

周
公
旦
と
霍
光
の
例
を
引
き
出
し
て
、
自
分
は
い
か
に
慎
ん
で
も
摂
政
の

責
め
を
塞
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と
語
る
。
こ
こ
の
表
現
に
は
直
接「
摂
政
」

に
関
す
る
語
句
は
な
い
た
め
、
周
公
旦
と
霍
光
は
摂
政
に
な
っ
た
こ
と
は

す
で
に
文
人
貴
族
の
共
通
知
識
だ
と
分
か
る
。

「
為
二
貞
信
公
一
辞
二
摂
政
一
第
二
表
」
に
は
「
昔
周
公
旦
之
大
聖
。
未
レ

免
二

流
言
一

」
と
あ
り
、
周
公
旦
は
「
大
聖
」
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
周
公
旦
を
儒
教
の
先
哲
と
す
る
受
容
は
す
で
に
奈
良
時
代
か

ら
見
ら
れ
る
。
平
安
中
期
以
降
の
周
公
旦
の
受
容
は
以
前
の
受
容
を
受
け

継
い
で
い
る
。
そ
の
上
で
、良
房
が
人
臣
摂
政
に
な
っ
た
こ
と
を
機
会
に
、

平
安
人
は
聖
人
で
あ
る
周
公
旦
の
政
治
の
面
を
注
目
し
、
そ
の
政
治
の
面

を
当
代
の
摂
関
大
臣
に
結
び
つ
け
て
受
容
し
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

が
常
識
化
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
村
上
天
皇
に
出
し
た
忠
平
の
致
仕
の

表
、
そ
れ
を
説
得
す
る
村
上
天
皇
の
返
事
の
例
を
あ
げ
る
。
と
も
に
周
公

（
5
）
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旦
の
故
事
を
も
っ
て
応
酬
す
る
。
天
暦
三
年
三
月
三
日
、
貞
信
公
は
病
気

で
村
上
天
皇
に
致
仕
の
表
を
出
し
た
が
、
す
ぐ
還
さ
れ
た
。
十
六
日
、
再

び
致
仕
の
表
を
出
し
て
村
上
天
皇
に
請
求
し
た
。
こ
の
致
仕
表
は
す
べ
て

大
江
朝
綱
が
貞
信
公
の
代
わ
り
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
為
二
同
公
一
請

二
致
仕
一
第
二
表
」
に
は
こ
の
よ
う
に
致
仕
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
る
。

夫
周
公
旦
者
、
千
年
之
大
聖
、
金
石
比
レ
堅
。
司
馬
孚
者
、
三
代
之

重
臣
、
珪
璋
挺
レ
質
。
精
爽
不
レ
衰
。
与
レ
善
之
徳
既
茂
。
気
力
猶
健
、

輔
レ
仁
之
訓
長
伝
。
以
レ
此
為
レ
比
。
尤
所
二
慙
懼
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
五
、二
〇
〇
頁
）

朝
綱
は
周
公
旦
と
司
馬
孚
を
引
き
な
が
ら
致
仕
の
理
由
を
述
べ
る
。
周

公
旦
は
周
文
王
の
四
男
で
あ
り
、
文
王
、
武
王
、
成
王
の
三
代
に
渡
っ
て

王
を
輔
佐
し
、
周
の
統
治
を
固
め
た
偉
人
で
あ
る
。
司
馬
孚
は
西
晋
の
皇

族
で
あ
る
。
宣
王
の
司
馬
懿（
追
贈
）の
弟
で
あ
る
。
宣
王
の
司
馬
懿（
追

贈
）、
晋
王
の
司
馬
昭
（
追
贈
）、
晋
武
帝
の
司
馬
炎
の
三
代
に
仕
え
た
重

臣
で
あ
る
。
忠
平
は
当
時
醍
醐
、
朱
雀
、
村
上
三
代
を
経
る
の
で
辞
表
に

周
公
旦
と
司
馬
孚
の
例
を
出
し
て
、自
分
は
こ
の
二
人
に
及
ば
な
い
た
め
、

村
上
天
皇
に
致
仕
を
願
う
。

天
暦
三
年
（
九
四
九
）
三
月
十
七
日
に
、
こ
れ
に
た
い
し
て
村
上
天
皇

も
「
答
二

同
公
致
仕
表
一

勅
」
で
、
周
公
旦
よ
り
長
く
仕
え
た
太
公
望
と

召
公
の
例
を
出
し
て
致
仕
を
引
き
止
め
て
い
る
。

勅
。
省
レ

表
具
二

高
旨
一
。
朕
前
指
二

公
旦
一

而
懐
二

頽
暮
一
、
引
二

司

馬
一
而
抑
二
懸
車
一
。
公
今
還
凝
二
謝
徳
之
色
一
、
弥
照
二
執
謙
之
光
一
。

又
猶
以
レ
彼
為
二
希
有
之
蹤
一
歟
。
昔
呂
望
鬢
辺
之
雪
、
世
未
レ
伝
三
其

帰
二
煙
渓
一
。
姫
奭
面
上
之
波
、
人
豈
謂
三
之
踰
二
粉
沢
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
二
、一
四
一
頁
）

こ
れ
は
、
貞
信
公
の
致
仕
の
要
求
を
撤
回
す
る
文
章
で
あ
る
。
太
公
望

と
召
公
は
周
公
旦
と
同
じ
く
文
王
時
代
か
ら
周
の
政
治
を
輔
佐
し
て
き
た

人
物
で
あ
り
、
二
人
と
も
周
公
旦
よ
り
年
寄
り
で
あ
る
。
村
上
天
皇
は
太

公
望
と
召
公
の
例
を
出
し
て
致
仕
を
引
き
止
め
て
い
る
の
だ
。　

こ
の
よ
う
に
平
安
中
期
で
は
藤
原
氏
の
摂
政
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
時

に
周
公
旦
を
持
ち
だ
す
こ
と
が
常
識
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で

は
、
な
ぜ
良
房
を
讃
え
る
た
め
に
周
公
旦
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

良
房
以
前
、
日
本
の
摂
政
は
、
聖
徳
太
子
を
初
め
と
し
て
す
べ
て
皇
族

出
身
だ
っ
た
。
良
房
は
、
人
臣
で
初
め
て
摂
政
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

良
房
の
摂
政
に
な
る
根
拠
は
、
清
和
天
皇
の
外
祖
父
で
あ
る
と
い
う
血
に

あ
っ
た
。
良
房
は
妹
順
子
の
子
、
道
康
親
王
を
皇
太
子
に
す
る
た
め
に
承

和
の
変
を
お
こ
し
、
文
徳
天
皇
を
位
に
つ
け
、
さ
ら
に
今
度
は
、
自
分
の

娘
明
子
を
文
徳
天
皇
の
后
に
し
、
そ
の
子
、
つ
ま
り
良
房
の
孫
を
清
和
天

皇
に
つ
け
た
藤
原
家
の
繁
栄
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。

こ
う
し
た
権
力
の
掌
握
の
方
法
の
道
義
的
保
証
が
周
公
旦
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
治
世
を
讃
え
る
の
な
ら
ば
堯
や
舜
を
持
ち
出
す
の
が
一
般
的

で
あ
る
の
に
、
周
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
国

を
支
え
た
周
公
旦
が
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
公
旦
は
成
王
の

叔
父
に
あ
た
る
。
そ
し
て
良
房
は
母
系
的
に
言
え
ば
祖
父
で
あ
り
天
皇
と

血
が
繋
が
る
。
そ
の
血
の
続
き
を
根
拠
に
し
て
摂
政
に
な
る
正
統
性
を
周

公
旦
に
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
山
田
尚
子
氏
は
『
本
朝
文
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粋
』
や
『
本
朝
続
文
粋
』
に
収
載
さ
れ
る
辞
摂
政
表
を
考
察
し
た
上
で
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

良
房
と
周
公
旦
と
は
、
摂
政
の
先
蹤
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の

人
物
像
が
重
な
り
合
う
よ
う
に
、
相
似
た
造
形
を
も
っ
て
し
ば
し
ば

表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ

る
場
合
の
表
現
の
場
は
、
辞
摂
政
表
製
作
の
場
の
み
で
は
な
い
。
両

者
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
ま
す
ま
す

強
く
結
び
つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、そ
う
し
た
営
み
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
摂
政
制
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
に
深
く
根
を
下
ろ
す
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、よ
り
具
体
的
に
は
、

良
房
は
周
公
旦
の
後
継
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
摂
政
で
あ
る
こ
と
の

正
当
性
を
獲
得
し
、
周
公
旦
は
単
な
る
故
事
や
先
蹤
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
の
摂
政
制
の
起
源
と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

良
房
と
周
公
旦
を
な
ら
べ
て
そ
の
事
績
を
た
た
え
、
私
は
彼
ら
に
及
ば

な
い
か
ら
辞
す
る
と
い
う
忠
平
の
表
現
は
こ
れ
以
後
定
型
と
な
っ
て
い

く
。忠

平
の
孫
、
兼
家
は
永
祚
元
年
（
九
八
九
）、
円
融
法
皇
の
反
対
を
押

し
切
っ
て
長
男
・
道
隆
を
内
大
臣
に
任
命
し
て
、
律
令
制
史
上
初
め
て
の

「
大
臣
四
人
制
」
を
実
現
さ
せ
、
更
に
こ
の
年
に
頼
忠
が
薨
去
す
る
と
、

そ
の
後
任
の
太
政
大
臣
に
就
任
し
た
。
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
の
一
条
天

皇
の
元
服
に
際
し
て
は
加
冠
役
を
務
め
る
。
こ
れ
を
機
に
永
祚
二
年

（
九
九
〇
）
五
月
五
日
に
関
白
に
任
じ
ら
れ
る
も
、
わ
ず
か
三
日
を
経
て

（
6
）

永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
五
月
八
日
で
病
気
を
理
由
に
嫡
男
・
道
隆
に
関
白

を
譲
っ
て
出
家
す
る
。
そ
の
辞
表
の
第
四
表
（「
同
第
四
表
〔
為
二

入
道

前
太
政
大
臣
一
辞
二
職
並
封
戸
准
三
宮
一
第
二
表
〕」）
に
は

昔
姫
旦
之
補
二
成
王
一
而
臨
レ
朝
。
以
二
王
少
未
一レ
冠
也
。
虞
舜
之
代
二

堯
帝
一

而
摂
レ

政
。
以
二

帝
老
視
一レ

履
也
。
陛
下
非
レ

幼
非
レ

耄
。
何

韜
二
盛
徳
於
垂
衣
一
。
微
臣
無
レ
藝
無
レ
能
。
何
忘
二
亢
満
於
負
扆
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
四
、一
九
〇
頁
）

と
あ
り
、
成
王
が
幼
い
こ
と
を
理
由
に
摂
政
と
な
っ
た
周
公
旦
の
事
蹟
が

先
例
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
兼
家
の
辞
表
で
も
藤
原
氏
の
摂
政
の

正
当
性
の
根
拠
は
周
公
旦
だ
っ
た
。
強
引
な
藤
原
北
家
の
正
当
性
の
保
証

と
し
て
周
公
旦
を
持
ち
だ
す
と
い
う
手
法
は
常
套
化
し
て
い
き
、
や
が
て

文
人
貴
族
に
広
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
が
申
文
で
あ
る
。

２
、
申
文
に
見
ら
れ
る
周
公
旦
の
受
容

申
文
に
つ
い
て
後
藤
昭
雄
氏
が
「
臣
下
が
事
柄
を
申
し
述
べ
、
ま
た
請

願
す
る
文
章
で
、
広
く
使
わ
れ
る
文
章
様
式
と
な
っ
た
が
、
官
位
の
叙
任

昇
進
を
申
請
す
る
場
合
に
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。
藤
原
北
家
が
摂
政
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
も
は
や
何
の
疑
問
も
も
た

れ
な
く
な
っ
て
い
く
と
、
摂
政
の
正
当
性
の
た
め
に
周
公
旦
を
持
ち
出
す

の
で
は
な
く
、
任
官
を
お
も
ね
る
手
段
と
し
て
周
公
旦
を
用
い
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
藤
原
氏
の
執
政
者
の
歓
心
を
買
う
た
め

の
受
容
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
。

以
下
の
用
例
は
、
橘
直
幹
は
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
八
月
九
日
に
村
上

（
7
）
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天
皇
に
民
部
大
輔
の
兼
任
を
願
う
申
文
（「
請
レ
被
下
特
蒙
二
天
恩
一
兼
中
任

民
部
大
輔
闕
上
状
」）
で
あ
る
。

適
遇
二
漢
主
好
レ
文
之
時
。
周
公
重
レ
士
之
日
一
、
出
レ
自
二
黌
門
白
屋

之
底
、
独
立
孤
微
之
中
一
、
献
二
策
於
春
官
一
、
纔
及
二
上
第
一
、
算
二

年
於
夏
暦
一
、
早
盈
二
強
仕
一
。

�（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
六
、二
一
一
―
二
一
二
頁
）

橘
直
幹
が
「
適
遇
二
漢
主
好
レ
文
之
時
。
周
公
重
レ
士
之
日
一
」
と
い
う

表
現
を
使
っ
て
、
自
分
が
代
々
国
守
の
家
の
生
ま
れ
で
、
儒
門
の
子
孫
と

比
べ
る
と
頼
り
な
い
が
、
聖
主
が
文
を
好
み
丞
相
が
士
を
重
ん
じ
る
時
に

逢
っ
た
た
め
、
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
る
。
橘
直
幹
は
武
帝
に

村
上
天
皇
、
周
公
に
実
頼
師
輔
を
な
ず
ら
え
る
こ
と
で
、
今
の
治
世
で
は

公
平
な
人
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
。

次
は
三
善
道
統
が
天
元
三
年
（
九
七
八
）
正
月
二
十
日
に
出
し
た
申
文

（「
請
レ
被
下
特
蒙
二
恩
恤
一
因
二
准
先
例
一
挙
中
達
弁
官
右
衛
門
権
佐
闕
上
状
」）

で
あ
る
。

殿
下
黄
陂
潤
レ
色
、
許
月
朗
レ
光
。
情
峰
之
峻
類
二
嵩
衡
一
、
不
レ
譲
二

細
壤
一
、
智
水
之
深
如
二

江
海
一
、
寧
嫌
二

織
流
一
。
不
レ

珍
二

尺
壁
一
、

周
公
吐
レ
飡
之
労
、唯
重
二
寸
陰
一
、荀
氏
累
レ
席
之
座
。
抜
レ
微
起
レ
滞
、

極
二
鑑
秋
毫
一
、
誘
レ
善
簡
レ
能
、
明
二
照
暁
月
一
。

�（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
六
、
二
二
六
―
二
二
七

頁
）

三
善
道
統
は
「
周
公
吐
レ
飡
之
労
、
唯
重
二
寸
陰
一
」
と
い
い
、
周
公
で

頼
忠
を
讃
え
る
。
頼
忠
が
公
平
な
人
事
を
行
う
と
賞
賛
す
る
こ
と
で
、
自

分
の
官
爵
の
昇
進
を
願
う
。

次
は
寛
弘
四
年
二
月
廿
二
日
に
大
江
以
言
が
作
っ
た
「
請
下

特
蒙
二

天

恩
一

因
二

准
先
例
一

依
二

儒
学
労
一

被
上
レ

兼
下

任
弁
官
闕
左
右
衛
門
権
佐
申
二

他
官
一
替
上
状
」
で
あ
る
。

方
今
聖
主
好
レ
文
、賢
相
択
レ
士
。不
レ
遇
二
好
文
之
代
一
者
則
何
為
レ
愁
、

而
今
遇
二
漢
帝
好
レ
文
之
代
一
。
不
レ
得
二
択
レ
士
之
時
一
者
則
何
為
レ
恨
、

而
今
得
二
周
公
択
レ
士
之
時
一
。
望
請
、
天
恩
被
レ
兼
二
任
件
等
官
一
。

�（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
六
、二
二
三
―
二
二
四
頁
）

こ
れ
は
、
一
条
天
皇
を
成
王
、
摂
政
道
隆
を
周
公
旦
と
し
て
讃
え
、
任

官
を
求
め
て
い
る
。
漢
武
帝
と
周
公
旦
を
使
っ
て
、
只
今
聖
主
文
を
好
み

賢
臣
士
を
重
ん
じ
る
時
代
だ
と
一
条
天
皇
の
治
世
を
讃
え
る
。
一
条
天
皇

を
漢
武
帝
、
摂
政
道
隆
を
周
公
旦
で
讃
え
る
。

申
文
に
出
た
「
周
公
吐
レ
飡
」「
周
公
択
レ
士
」
は
周
公
旦
が
人
材
を
重

視
す
る
故
事
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
周
公
旦
は
周
に
留
ま
り
武
王
を

輔
佐
す
る
時
、
子
の
伯
禽
を
代
理
と
し
て
封
土
の
魯
に
赴
か
せ
た
時
、
伯

禽
に
人
材
重
視
の
訓
戒
を
た
れ
た
。

周
公
戒
二

伯
禽
一

曰
。
我
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、
成
王
之
叔
父
。

我
於
二
天
下
一
、
亦
不
レ
賤
矣
。
然
我
一
沐
三
捉
レ
髪
、
一
飯
三
吐
レ
哺
、

起
以
待
レ

士
。
猶
恐
レ

失
二

天
下
之
賢
人
一
。
子
之
レ

魯
、
慎
無
二

以
レ

国
驕
一レ
人

（『
史
記
』（
世
家
上
）
新
釈
漢
文
大
系
、
第
五
巻
、「
魯
周
公
世
家
」、

一
一
八
頁
）

「
周
公
吐
レ

哺
」
は
周
公
旦
が
人
材
を
重
視
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
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極
め
て
有
名
な
段
で
あ
る
。
平
安
貴
族
の
間
で
盛
ん
に
読
ま
れ
た『
蒙
求
』

に
も
「
周
公
握
レ
髪
」
の
名
で
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
文
人
貴
族
が
天
皇

に
希
望
す
る
官
職
を
申
し
請
う
場
合
に
、
こ
の
故
事
を
そ
の
ま
ま
用
い
た

り
、
漢
武
帝
と
対
と
な
る
表
現
で
用
い
た
り
し
て
い
た
。

例
え
ば
大
江
匡
衡
は
「
請
下
特
蒙
二
鴻
慈
一
因
二
准
先
例
一
兼
中
任
弁
官
左

右
衛
門
権
佐
大
学
頭
等
申
二
他
官
一
替
上
状
」
で
中
国
の
周
公
旦
と
漢
武
帝

の
時
代
を
日
本
の
延
喜
・
天
暦
時
代
を
対
に
し
て
い
る
。

方
今
莅
レ
民
之
後
、
聖
宰
輔
レ
政
以
来
、
近
訪
二
延
喜
天
暦
之
故
事
一
、

遠
問
二
周
室
漢
家
之
遺
風
一
、
去
秋
遇
二
重
陽
之
宴
一
、
誇
二
文
道
之
已

興
一
、
今
春
見
二
朝
拝
之
儀
一
、
感
二
聖
代
之
復
一レ
旧
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
二
二
〇
頁
）

匡
衡
は
「
一
条
天
皇
が
即
位
し
て
、
道
隆
が
政
治
を
輔
佐
し
て
以
来
、

近
く
は
延
喜
・
天
暦
時
代
の
故
事
を
参
考
し
て
、
遠
く
は
周
と
漢
の
遺
風

を
思
い
出
す
。
去
年
の
重
陽
の
宴
以
来
、
文
道
が
す
で
に
興
隆
し
た
こ
と

を
誇
り
に
思
う
。
今
年
の
春
朝
拝
の
儀
式
を
見
る
と
、
聖
代
の
復
旧
を
感

じ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
一
条
朝
の
時
代
、
聖
代
と
は
延
喜
・
天
暦
を

さ
す
。
林
陸
朗
氏
聖
代
の
復
興
と
見
ら
れ
る
今
日
、
模
範
た
る
延
喜
・

　

�

天
暦
の
先
例
に
倣
っ
て
、
自
分
に
件
の
兼
官
を
賜
る
こ
と
が
即
ち
天

下
に
文
章
の
道
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
明
証
と
な
る

の
で
あ
っ
て
、
ま
た
も
し
叶
わ
な
い
場
合
は
、
文
章
の
道
は
こ
こ
に

堙
滅
し
、
誰
か
堯
舜
の
風
・
君
臣
の
美
を
謳
歌
す
る
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
極
め
て
熱
烈
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
即
ち
こ
こ
で
の
彼

の
主
張
の
眼
目
は
、
顕
職
を
兼
任
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠

（
8
）

と
し
て
、
規
範
と
す
べ
き
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
の
先
例
、
つ
ま
り
は

そ
こ
で
の
祖
父
維
時
ら
儒
官
の
重
用
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
今
日
が
聖
代
復
旧
で
あ
る
所
以
は
、
重
陽
の
宴
や
朝
拝
の
儀

な
ど
朝
廷
儀
礼
の
盛
儀
を
あ
げ
、
こ
う
し
た
朝
廷
の
文
物
の
盛
行
こ

そ
が
聖
代
復
旧
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
従
っ
て
延
喜
・
天
暦
を
母
制

と
し
て
、
そ
の
聖
代
の
先
例
に
倣
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が

文
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
な
る
、
そ
し
て
、
聖
代
と
結
び
つ
け
る
の
で

あ
る
が
、
な
か
で
も
、
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
に
お
け
る
文
人
と
く
に

祖
父
維
時
の
重
用
は
、
以
後
の
匡
衡
の
主
張
の
な
か
で
さ
ら
に
明
確

な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
彼
の
意
見
に
一
貫
す
る
一
つ
の
論

理
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
林
氏
は
聖
代
と
い
う
言
葉
に
、
当
時
の
人
々
に
文
人
を
重
用

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
林
氏
は
匡

衡
の
申
文
に
見
ら
れ
る
「
周
室
漢
家
之
遺
風
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
周
室
漢
家
之
遺
風
」
は
先
に
引
用
し
た
申
文
に
見

え
る
「
適
遇
二
漢
主
好
レ
文
之
時
。
周
公
重
レ
士
之
日
一
」
な
ど
の
表
現
を

踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
、
周
公
旦
が
公
平
な
人
事
を
行
っ
た
た
こ
と
が
重

視
さ
れ
て
い
る
。
周
公
旦
の
事
績
が
背
景
と
さ
れ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る

の
は
当
時
の
人
々
が
執
政
者
に
周
公
旦
の
よ
う
に
公
平
な
人
事
を
行
い
、

文
人
を
重
用
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
一
条
朝
の

文
人
た
ち
が
延
喜
・
天
暦
の
よ
う
な
聖
代
を
一
条
朝
に
期
待
し
て
い
る
。

そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
周
公
旦
の
よ
う
な
北
家
の
摂
政
・
関
白
で
あ
る
と

よ
み
、
自
分
の
任
官
を
期
待
し
た
り
、
感
謝
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
。
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続
い
て
、
道
長
の
時
代
の
受
容
を
同
様
に
見
て
い
く
。

（
三
）
一
条
朝
に
お
け
る
周
公
旦
受
容
の
特
徴

１
、
道
長
賛
辞
と
し
て
の
受
容

匡
衡
は
引
用
の
よ
う
に
道
隆
を
周
公
で
讃
え
た
が
、
道
長
に
対
し
て
の

用
い
方
は
、
破
格
の
扱
い
で
あ
っ
た
。

源
雅
信
の
邸
で
道
長
が
主
催
し
た
詩
宴
で
、
匡
衡
が
作
っ
た
詩
序
を
見

て
い
く
。
こ
の
詩
序
の
成
立
年
次
を
木
戸
裕
子
氏
は
永
延
二
年（
九
九
〇
）

八
月
六
日
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

方
今
四
坐
或
相
語
曰
。
我
納
言
居
二

龍
官
一

以
諳
二

政
途
一
。
於
二

天

下
一

亦
不
レ

賤
。
揮
二

鳳
毫
一

以
入
二

詩
境
一
。
於
二

地
上
一

其
得
レ

仙
。

重
レ
士
好
レ
文
。
誰
不
二
帰
服
一
。
道
之
中
興
於
レ
焉
知
矣
。

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、『
江
吏
部
集
』「
仲
春
庚
申
夜

陪
二
員
外
藤
納
言
文
亭
一
同
賦
三
夜
坐
聴
二
松
風
一
一
首
〈
并
序
〉」、
第

八
輯
、
二
〇
四
頁
）

道
長
に
対
し
て
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
満
座
の
人
々
が
、「
私
た
ち
の
中

納
言
殿
、
中
納
言
と
し
て
政
事
を
精
通
し
て
い
る
。
天
下
に
お
い
て
も
卑

し
く
な
い
、貴
い
存
在
で
す
。」
と
語
り
合
っ
て
い
た
。「
於
天
下
亦
不
賤
」

と
は
周
公
旦
が
「
私
は
文
王
の
子
武
王
の
弟
成
王
の
叔
父
」
と
つ
ぶ
や
く

言
葉
に
続
く
セ
リ
フ
な
の
で
あ
る
。『
史
記
』『
蒙
求
』
に
も
見
ら
れ
る
故

事
で
あ
る
。
こ
の
年
の
二
月
に
一
条
帝
が
十
一
才
で
元
服
し
、
定
子
が
入

内
す
る
。
道
長
は
定
子
、
一
条
帝
と
の
み
叔
父
だ
が
、
当
代
の
藤
原
氏
の

氏
の
長
者
は
道
隆
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
匡
衡
は
道
長
に
周
公
旦

（
9
）

の
言
葉
を
用
い
て
讃
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
長
は
こ
の
後
、
大
き
く
飛

躍
す
る
。
一
条
帝
の
母
詮
子
の
支
持
を
得
て
、
氏
長
者
と
な
る
。

中
関
白
家
が
凋
落
し
、
道
長
が
氏
の
長
者
に
な
り
、
道
長
の
権
力
は
盤

石
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

長
保
元
年
（
九
九
九
）
内
裏
が
焼
失
し
、
一
条
天
皇
は
道
長
に
内
裏
の

修
理
を
頼
む
。
大
江
匡
衡
は
「
周
公
営
洛
邑
」
と
「
蕭
何
営
漢
宮
」
の
例

を
出
し
て
詩
序
を
作
る
。

長
保
初
天
子
勅
二

左
丞
相
一

修
二

復
禁
圍
一
。
蓋
周
公
爲
二

成
王
一

ト
二

洛
邑
一
。
蕭
何
爲
二
高
祖
一
營
二
漢
宮
一
之
例
也
。
丞
相
棟
梁
材
大
。
丹

青
功
高
。
期
二
皇
基
於
億
載
一
。
成
二
花
搆
於
不
日
一
。

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
第
八
輯
、『
江
吏
部
集
』「
初

冬
庚
申
侍
レ
宴
同
賦
二
燕
雀
相
賀
一
應
レ
製
詩
一
首
〈
并
序
〉」、
二
四

〇
―
二
四
一
頁
）

道
長
の
事
蹟
が
周
公
旦
の
事
蹟
と
類
比
さ
れ
て
い
る
。
一
条
帝
の
母
詮

子
の
支
持
を
得
て
、
中
関
白
家
伊
周
と
の
競
争
に
勝
ち
、
氏
長
者
と
な
っ

た
道
長
に
と
っ
て
一
族
の
繁
栄
の
祖
で
あ
る
良
房
と
対
に
読
ま
れ
た
周
公

旦
に
類
比
さ
れ
る
こ
と
は
、
良
房
と
同
等
と
い
う
こ
と
に
な
り
非
常
に
心

地
よ
い
喩
え
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）、
道
長
は
前
の
年
に
一
条
天
皇
、
彰

子
中
宮
、
東
宮
を
東
三
条
殿
に
迎
え
、
花
の
宴
を
催
す
。
こ
の
花
の
宴
で
、

大
江
匡
衡
の
息
子
で
あ
る
挙
周
が
蔵
人
に
任
官
し
、
殿
上
人
に
さ
せ
て
も

ら
う
。
大
江
匡
衡
は
喜
び
の
あ
ま
り
、
次
の
よ
う
な
詩
を
読
ん
で
い
る
。

今
年
両
度
慰
二
心
緒
一
。
愚
息
遇
レ
恩
之
至
哉
。
正
月
除
書
爲
二
李
部
一
。
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暮
春
花
宴
上
二
蓬
莱
一
。
誠
雖
三
漢
主
明
二
風
教
一
。
多
是
周
公
重
二
露

才
一
。
桓
郁
侍
中
栄
不
レ
見
。
江
家
眉
目
有
レ
時
開
。

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
第
八
輯
、『
江
吏
部
集
』「
寛

弘
三
年
三
月
四
日
。
聖
上
於
二
左
相
府
東
三
条
第
一
被
レ
行
二
花
宴
一
。

余
爲
二
序
者
兼
講
レ
詩
。
講
レ
詩
之
間
。
左
丞
相
傳
二
勅
語
一
曰
。
以
二

式
部
丞
擧
周
一
補
二
蔵
人
一
者
。
風
月
以
来
。
未
三
嘗
聞
二
此
例
一
。
時

人
榮
レ

之
。
不
レ

堪
二

感
躍
一
。
書
レ

懐
題
二

于
相
府
書
閣
壁
上
一
。」、

二
一
八
頁
）

と
、
一
条
帝
を
漢
武
帝
に
喩
え
、
道
長
を
周
公
旦
に
喩
え
る
。
一
条
帝
は

明
君
で
あ
る
が
、
自
分
の
息
子
が
蔵
人
に
昇
進
で
き
た
大
部
分
の
理
由
は

道
長
が
人
材
を
重
視
す
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
道
長
を
周
公
そ
の
も

の
に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）、
大
江
匡
衡
は
道
長
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
曲

水
の
宴
で
こ
の
よ
う
な
序
を
作
っ
て
い
る
。

夫
曲
水
本
源
其
来
尚
矣
。
昔
成
王
之
叔
父
周
公
旦
ト
二
洛
陽
一
而
濫
レ

觴
。
今
聖
主
之
親
舅
左
丞
相
亦
宅
二
洛
陽
一
而
宴
飲
。
蓋
乗
二
輔
佐
之

餘
暇
一
。
惜
二
物
色
之
可
一レ
賞
也
。

（『
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
第
八
輯
、『
江
吏
部
集
』「
七

言
。
三
月
三
日
侍
二
左
相
府
曲
水
宴
一
同
賦
二
因
レ
流
汎
一レ
酒
應
レ
教
詩

一
首
。
以
レ
廻
爲
レ
韻
〈
并
序
〉」、
二
〇
六
頁
）

こ
れ
は
周
公
旦
の
濫
觴
を
道
長
の
曲
水
の
宴
と
対
に
し
て
い
る
。
良
房

と
同
じ
詠
ま
れ
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
代
を
支
え
た
の
は
周
公
で
あ
り
、

当
代
で
は
道
長
が
聖
代
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
賛
辞
な
の
で
あ
る
。

平
安
人
が
認
識
し
て
い
た
聖
代
の
一
つ
の
柱
は
文
化
興
隆
で
あ
っ
た
。
周

公
旦
は
曲
水
の
宴
の
濫
觴
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
曲
水
宴
を
催
す
道

長
は
、
当
代
の
周
公
旦
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
周
公
旦
は
聖
代
を
支
え
た

人
物
で
あ
り
、
当
代
で
は
道
長
が
聖
代
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
賛
辞

な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
匡
衡
の
道
長
へ
の
賛
辞
は
、
一
条
朝
で
の
王
道
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
匡
衡
へ
の
当
時
の
評
価
か
ら
う
か
が
え
る
。『
小
右
記
』
の
長

和
元
年
（
一
〇
一
二
）
七
月
十
七
日
条
、
大
江
匡
衡
が
な
く
な
っ
た
時
の

記
事
、十

七
日
、
关
未
、
昨
夕
丹
波
守
匡
衡
卒
、〈
年
、〉
当
時
名
儒
無
人
比

肩
、
文
道
滅
亡
、

（『
小
右
記
』
大
日
本
古
記
録
、
第
三
巻
、
長
和
元
年
七
月
十
七
日
条
、

四
八
頁
）

と
、
匡
衡
が
学
問
の
世
界
で
い
か
に
高
い
評
価
を
得
た
こ
と
は
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
周
公
旦
の
故
事
を
用
い
て
道
長
の
治
世
を
讃
え
る
と
い
う

形
が
匡
衡
を
中
心
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
の
周
公
旦
の
故
事
そ

の
も
の
を
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
象
徴
と
し
て
記
号
化
さ
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
受
容
の
形
骸
化
が
始
ま
る
。

２
、
周
公
旦
受
容
の
形
骸
化

当
代
の
権
力
者
を
周
公
旦
で
讃
え
る
と
い
う
使
い
方
は
、
や
が
て
周
公

旦
を
形
骸
化
し
て
受
容
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
象
徴
的
な
例
が
匡
衡
と
紀
斉

名
の
論
争
で
あ
る
。
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長
徳
三
年
（
九
九
七
）
七
月
、
匡
衡
の
息
子
時
棟
の
献
じ
た
試
詩
を
紀

斉
名
が
病
累
の
詩
と
判
定
し
落
第
さ
せ
た
。
時
棟
が
落
第
さ
せ
ら
れ
た
主

な
原
因
は
「
蜂
腰
」
と
い
う
声
調
の
詩
病
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
斉
名
は
述

べ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
斉
名
が
落
ち
た
理
由
の
一
つ
は
、
時
棟
の
用
い
方

は
、
周
公
の
名
だ
け
あ
げ
、
具
体
的
表
現
が
な
く
、
十
分
な
対
句
的
な
詩

の
形
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

又
云
、
萐
莆
自
生
レ
厨
、
鳳
凰
頻
集
レ
界

　
　

�

今
案
、
此
題
詩
美
二

周
成
王
一

之
文
也
。
成
王
時
無
二
萐
莆
生
レ

厨
之
瑞
一
。
而
不
レ
叙
二
周
日
之
事
一
、
空
表
二
堯
年
之
祥
一
。
求
二

之
文
章
一
、
尤
爲
二
乖
違
一
。

又
云
、
舜
海
浪
聲
空　

堯
山
雲
色
静
。

　
　

�

今
案
、
此
章
徒
褒
二
堯
舜
之
徳
一
、
不
レ
述
二
成
王
之
美
一
。
時
代

相
違
、
詞
羲
既
戾
。
就
中
浪
聲
空
三
字
、
甚
迂
誕
也
。
若
之
海

水
不
レ
揚
レ
波
之
意
歟
。
波
与
レ
浪
其
意
不
レ
同
。
可
レ
謂
二
大
訛
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
七
、二
三
四
頁
）

時
棟
の
詩
は
周
成
王
の
治
世
を
褒
め
る
と
い
う
主
題
な
の
に
、
周
の
こ

と
に
関
し
て
ま
っ
た
く
述
べ
ず
、
堯
舜
の
時
代
の
瑞
兆
を
も
っ
て
治
世
を

褒
め
て
い
る
。
周
と
堯
舜
と
は
違
う
時
代
な
の
で
、
時
棟
の
使
い
方
は
大

間
違
い
だ
と
斉
名
が
主
張
し
て
い
る
。

一
方
、
父
匡
衡
の
言
い
分
は
、
時
棟
は
天
子
の
万
年
を
祈
っ
て
、
帝
徳

を
褒
め
る
と
い
う
題
で
あ
る
か
ら
「
成
王
周
公
之
事
」
を
使
っ
た
の
で
あ

る
。
成
王
と
周
公
旦
を
褒
め
る
こ
と
で
今
上
陛
下
の
治
世
の
賞
賛
す
る
。

こ
の
尊
い
表
現
を
非
難
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。

加
以
此
度
試
題
、
韻
以
二
八
字
一
、
已
同
二
賦
体
一
、
奇
法
過
差
之
試
也
。

往
古
未
レ

聞
二

八
字
之
例
一
。
祈
以
二

万
年
一
、
已
褒
二

帝
徳
一
、
成
王

周
公
之
事
也
。
當
今
宜
レ
献
二
万
年
之
寿
一
。
如
レ
此
則
摠
落
之
判
有
二

忌
諱
一
、
諸
儒
所
為
無
二
是
非
一
。
咸
池
不
レ
斉
二
度
於
蛙
咬
一
、
而
衆

聴
者
惑
疑
。
能
不
レ
惑
者
其
唯
子
野
乎
。
雖
レ
云
二
萬
乗
之
尊
一
、
難
レ

奪
二
疋
夫
之
志
一
。
何
况
諸
儒
之
間
。
緣
レ
底
廃
二
匡
衡
之
言
一
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
七
、二
三
三
頁
）

ま
た
、「
萐
莆
生
レ

厨
」
と
い
う
瑞
兆
は
聖
代
の
証
で
あ
り
、
聖
代
で

あ
れ
ば
現
れ
る
の
だ
と
述
べ
、
今
は
聖
代
な
の
で
時
棟
の
使
い
方
が
間
違

い
な
い
と
抗
議
し
た
。

今
案
、
所
レ
難
之
旨
、
甚
以
軟
弱
。
何
者
、
此
度
試
、
以
二
既
飽
以
一レ

徳
為
レ
題
、
以
三
君
子
万
年
介
二
爾
景
福
一
為
レ
韻
。
褒
二
当
今
之
徳
一
、

取
レ
喩
之
詞
也
。

春
秋
潜
潭
巴
曰
、
君
臣
和
得
レ
道
度
叶
レ
中
、
則
萐
莆
孳
二
於
庖
厨
一
。

孝
経
援
神
曰
、
天
子
形
二
乎
四
海
一
、
徳
洞
二
淪
冥
一
萐
莆
生
。
白
虎

通
曰
、
孝
道
至
則
萐
莆
生
云
々
。
然
則
何
独
称
二

唐
堯
之
時
一
。
又

虞
舜
之
時
有
レ
之
。
爰
唯
是
聖
代
所
レ
生
之
樹
也
。
当
今
是
聖
代
也
、

萐
莆
何
不
レ
生
レ
厨
乎
。

�

（『
本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
七
、二
三
八
頁
）

本
朝
文
粋
に
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
長
文
の
論
争
が
二
回
に
わ
た
っ
て
く

り
か
え
さ
れ
記
録
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
斉
名
の
言
い
分
に
理
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が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
時
棟
の
詩
は
原
典
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ず
、
聖
代
と
い

え
ば
、
周
公
旦
と
い
う
形
骸
化
さ
れ
た
受
容
を
し
て
い
る
例
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め

周
公
旦
の
説
話
の
受
容
の
変
化
は
、
平
安
時
代
の
政
治
的
状
況
や
政
治

制
度
の
変
化
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
国
風
化

が
進
む
に
つ
れ
て
、
原
典
そ
の
も
の
で
は
な
く
漢
籍
が
日
本
的
に
変
容
さ

れ
て
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

平
安
前
期
ま
で
周
公
旦
は
主
に
儒
教
の
聖
人
、
国
を
治
め
た
功
臣
の
典

型
と
し
て
、
平
安
人
に
認
識
さ
れ
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
平
安
中
期
に

な
る
と
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
、
良
房
が
最
初
の
人
臣
摂
政
に
な
っ
た
頃

か
ら
、
周
公
旦
は
摂
政
の
濫
觴
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
具
体
的
な
受
容
姿

勢
と
し
て
は
、
藤
原
北
家
を
讃
え
る
根
拠
と
し
て
周
公
旦
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
国
風
化
が
進
む
道
長
の
時
代
に
な
る
と
、
日
本
文
人
の
漢
籍
力

が
衰
退
す
る
こ
と
も
影
響
し
、
受
容
が
周
公
旦
説
話
原
典
ま
で
さ
か
の
ぼ

ら
ず
、
孫
引
き
と
も
思
え
る
よ
う
な
画
一
的
表
現
と
形
骸
化
し
、
道
長
を

賛
美
す
る
常
套
句
化
し
て
い
っ
た
。

特
に
道
長
に
対
し
て
は
、
意
識
的
に
周
公
旦
と
結
び
つ
け
る
傾
向
が
顕

著
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
表
れ
の
一
例
と
し
て
は
、
道
長
が
盛
ん
に
行
っ
た

曲
水
の
宴
で
作
ら
れ
る
漢
詩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
周
公
旦
の
受
容

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
平
安
人
に
と
っ
て
周
公
旦
は
曲
水
の
宴
の
濫
觴
と

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
変
化
は
道

（
10
）

長
の
時
に
曲
水
の
宴
が
初
め
て
人
臣
の
邸
宅
で
催
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
続
稿
に
お
い
て
取

り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

　【注
】

（
１
）『
和
漢
朗
詠
集
』「
丞
相
」（
６
７
７
ｂ
）。
引
用
は
明
治
書
院
の
和
歌
文
学

大
系
を
用
い
る
。

（
２
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
３
）『
懐
風
藻
』
に
は
一
例
、「
周
孔
糟
粕
。
安
足
二
以
留
一レ
意
。
遂
脱
二
俗
累
一
。

落
飾
出
家
。
精
進
苦
行
。
留
二
心
戒
律
一
。」（
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
る
）
と
あ
る
。『
三
教
指
帰
』
に
は
二
例
、「
彼
周
・
孔
・
老
・
荘
之
教
、

何
其
偏
膚
。」
と
「
其
旨
姫
孔
所
未
談
、
老
荘
所
未
演
。」
と
あ
る
。『
経
国

集
』
に
は
二
例
、「
周
孔
名
教
。
興
邦
化
俗
之
規
。
釈
老
格
言
。
致
福
消
殃

之
術
。」
と
「
今
欲
下
尋
二
芳
訓
於
姫
孔
一
。」
と
あ
る
。

（
４
）『
三
教
指
帰
』巻
下
の
論〈
寫
懐
頌　

観
無
常
賦　

生
死
海
賦　

詠
三
教
詩
〉。

本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
を
用
い
る
。

（
５
）
孔
子
が
晩
年
に
な
っ
て
、政
治
的
な
理
想
を
遂
に
果
た
す
事
が
出
来
な
か
っ

た
後
悔
を
感
じ
、「
甚
矣
、吾
衰
也
。
久
矣
、吾
不
三
復
夢
見
二
周
公
一
。」（『
論

語
』「
述
而
」）
と
い
い
、
自
分
自
身
の
老
衰
に
対
す
る
憂
い
を
訴
え
る
。

孔
子
は
若
い
頃
に
は
、
自
身
が
理
想
的
な
君
子
と
考
え
て
い
た
周
公
旦
を

毎
日
の
よ
う
に
夢
で
見
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、『
論
語
』
の
「
八
佾
」
に

は
「
子
曰
。
周
監
二
於
二
代
一
。
郁
郁
乎
文
哉
。
吾
從
レ
周
。」
と
あ
る
。
孔

子
は
夏
・
殷
の
二
代
の
礼
法
制
度
を
観
察
し
た
上
で
作
ら
れ
た
周
を
理
想
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と
す
る
。『
論
語
』
の
引
用
は
す
べ
て
吉
田
賢
抗
氏
校
注
の
新
釈
漢
文
大
系

本
に
よ
る
。
吉
田
賢
抗
氏
は
、「
孔
子
は
す
ば
ら
し
く
整
備
さ
れ
た
周
の
礼

楽
を
賛
美
し
、
そ
の
制
定
に
大
功
が
あ
っ
た
周
公
を
理
想
の
人
と
し
て
尊

敬
し
私
淑
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
山
田
尚
子
氏
「
周
公
旦
の
故
事
と
摂
政
―
平
安
期
の
辞
表
を
め
ぐ
る
一
考

察
―
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
四
九
、
七
一
―
八
四
頁
、
二
〇
一
四
年
三
月

六
日
。

（
７
）
後
藤
昭
雄
氏
「
文
は
願
文
・
表
・
博
士
の
申
文
―
―
『
枕
草
子
』
と
漢
文

学
―
―
」『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』（
和
漢
比
較
文
学
研
究
業
書
12
）、
一
九

九
三
年
十
月

（
８
）
林
陸
朗
「
所
謂
「
延
喜
天
暦
聖
代
説
」
の
成
立
」『
延
喜
天
暦
時
代
の
研
究
』

古
代
学
協
会
、
一
九
六
五
年
四
月

（
９
）
こ
の
詩
序
の
成
立
年
次
を
木
戸
裕
子
氏
は
永
延
二
年
（
九
九
〇
）
八
月
六

日
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
木
戸
裕
子
氏
「
江
吏
部
集
試
注(

三)

」『
鹿
児

島
県
立
短
期
大
学
紀
要
、
人
文
・
社
会
科
学
篇
』
四
九
、20_a

―9_a

頁
、

一
九
九
八
年
十
二
月
二
十
五
日

（
10
）こ
の
部
分
金
原
理
氏
は
声
調
の
面
か
ら
斉
名
は
六
朝
の
沈
約
の
詩
論
に
の
っ

と
っ
た
指
摘
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
論
争
が
起
き
た
の
は
匡
衡
の
時
代
に

お
い
て
す
で
に
中
国
音
で
は
発
音
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。（
金
原
理
「
平
安
時
代
漢
詩
人
の
規
範
意
識
―
―
本
朝
文
粋
所
載

の
大
江
匡
衡
と
紀
斉
名
の
省
試
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」『
語
文
研
究�

』
二
五
、

九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、
九
―
二
七
頁
、
一
九
六
八
年
三
月

�

（
て
い
い
ん
ろ
う
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


